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韮崎市立病院からお知らせ

診療科 受付時間 診療時間 診療日
月 火 水 木 金

内科一般 8時30分～11時30分

9時から

● ● ● ● ●
内科（胆嚢・膵臓） 8時30分～11時 ● － － － －
内科（呼吸器） 8時30分～11時 － ● － ● －
内科（消化管） 8時30分～11時 － － ● － －
内科（肝臓） 8時30分～11時 － － － － ●
内科（循環器） 8時30分～11時 ● － － － －
外科 8時30分～11時30分 ● ● ● ● ●
整形外科 8時30分～11時30分 ● ● ● ● ●
眼科 8時30分～11時30分 ● ● ● － ●
小児科 8時30分～11時30分 ● ● ● ● ●
泌尿器科     8時30分～11時30分※1 －     ●※2 － － －

　10月から泌尿器科外来の診察日が第2・第4火曜日から毎週火曜日に変更になります。
外来の診療予定については、下記の表をご覧ください。

韮崎市立病院泌尿器科の外来診察日が増えます
　 韮 崎 市 立 病 院 か ら お 知 ら せ 　  

　市では韮崎市立病院の経営状況等を検証のうえ、今後の病院運営について、市民の皆さんと協働で検討し
ていくため、次のとおり協議会の委員を募集します。

診療科 受付時間 受付時間 診療日
月 火 水 木 金

内科（腎臓） 13時～16時 13時30分～16時30分 － ● － － －
内科（呼吸器） 13時～16時 14時～16時30分 － － ● － －
内科（循環器） 13時～16時 13時30分～16時30分 － － － － ●
整形外科（リウマチ）

【予約制】※3
13時～16時 13時30分～16時30分 － － － ● －

整形外科（スポーツ） 13時30分～17時 14時～17時15分 － － － ● －
脳神経外科 13時～16時 13時30分～16時30分 － ● － － －
眼科【予約制】※3 － 14時～17時 － － － ● －
小児科一般【予約制】※3 － 14時30分～15時30分 ● ● ● ● ●
小児科一般 15時30分～16時 16時～16時30分 ● ● ● ● ●
小児科（神経内科）

【予約制】※3
－ 14時～17時     ▲※4 － － － －

小児科（循環器）
【予約制】※3

－ 14時～17時 － － －     ▲※4 －

小児科（乳児健診）
【予約制】※3

－ 14時～17時 － － － － ●

■応募資格　
　⑴市内に住所を有する20歳以上の方であること。
　⑵応募の日に本市の付属機関などの委員でないこと。
　⑶国や地方公共団体の議員または常勤職員でないこと。
■募集定員　3名程度（書類選考とさせていただき、
　　　　　　結果は通知します。）
■任　　期　委嘱の日から2年間
■内　　容　韮崎市立病院運営協議会に委員として出
　　　　　　席いただき、韮崎市立病院の運営に対す
　　　　　　る意見や提言を述べていただきます。
　　　　　 （年間1回または2回程度の開催を予定。
　　　　　　協議会に出席いただいた際には、薄謝を
　　　　　　お支払いします。）

■応募方法 次の書類を郵送（当日消印有効）、電子
メールのいずれかで、9月27日（金）までに
送付してください。

◇申込書（次の事項を記入）
　住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、職業、
　勤務先名、『応募動機（400字程度）』
※申込書の様式はありませんが、記入

漏れのないようにお願いします。
　応募書類は返却しません。
■申込み・問い合わせ
　韮崎市立病院 事務局 総務担当　☎22-1221
　〒407-0024　韮崎市本町3丁目5番3号
　e-mail：hospital@city.nirasaki.lg.jp

※１　泌尿器科を初診で受診される場合、診療時間の都合により受付は11時までとさせていただきます。
※２　泌尿器科は毎週火曜日の診療になります。

■午前の診療

■午後の診療

※３　【予約制】とある科は、予約なしで来院された場合は、基本的に診療をお受けできません。
※４　小児神経内科は、毎月第４月曜日、小児循環器内科は、毎月第１木曜日のみの診療となります。

市立病院運営協議会委員を募集します


